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【地代・家賃等の供託】

仙台法務局

利用時間
８：３０～２１：００

（土日、休祝日、12/29～1/3を除く）

◆供託の申請内容に関する問合せ先

申請先の法務局にお問い合わせください。
受付時間 ９：００～１７：００
（土日、休祝日、12/29～1/3を除く）

◆登記・供託オンライン申請システム
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受付時間 ８：３０～１９：００
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令和8年2月システム変更対応版



かんたん供託申請は、インターネット利用環境及
び連絡用メールアドレスをお持ちであれば御利用い
ただけます。電子証明書等は必要ありません。

なお、本手順書はパソコン上のブラウザ画面を利
用して説明しています。スマートフォンでの手続も
可能ですが、画面レイアウトが若干異なります。

かんたん登記・供託申請
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/mtouki/

google等の検索エンジンで「かんたん登記・供託申請」と検索してい
ただくと、上記「かんたん登記・供託申請」画面（次ページ１①）がヒッ
トします。
なお、「登録登記・供託オンライン申請システムのトップページから

「かんたん登記・供託申請」画面に移動する場合は、画面上部右側
のバナーをクリックします。

はじめに
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地代・家賃等の債務を供託できる場合は以下の３とおりで
す。

（１）受領拒否（民法第４９４条第１項第１号）

（例）「債務を弁済しようと持参したが受領を拒否された」

（２）受領不能（民法第４９４条第１項第２号）

（例）「債権者が行方不明で受領することができない」

（３）債権者不確知（民法第４９４条第２項）

（例）「債権者が死亡し、相続人が不明である」

事案に応じて、入力内容（本書１７～２０ページ）が変わりま
す。

法務省ホームページ「供託書等の記載例」を参考に入力願
います（本書２１ページ参照）。
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弁済供託の留意事項

●弁済供託が可能な場合 

●供託者の通知義務 

弁済供託を行った場合、供託者は、被供託者（債権者）に対
し、供託の内容を通知する義務があります（民法第４９５条第
３項）。

なお、供託申請の際には、郵券を納付して供託官に供託通
知書の発送を請求することができます（通知書の差出人は被
供託者となります。）。



１ 申請者情報の登録（はじめて利用される方）

「かんたん登記・供託申請」で検索するなどしてトップページを開

き「ログイン」ボタンをクリックします。

ログイン画面がポップアップするので、「申請者ＩＤをお持
ちでない場合」をクリックします。

●かんたん登記・供託申請へのログイン 
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「利用規約」画面が開きますので、使用許諾書を最後までスクロー

ルしてお読みいただき、同意いただける場合は、①「□利用規約に
同意する」にチェックを入れ、②画面右下の【進む（申請者情報入
力）】ボタンをクリックします。
なお、利用規約に同意いただけない場合は、「かんたん登記・供託

申請」は御利用いただけません。
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●利用規約への同意



「申請者情報入力」画面が開きますので、項目を入力していただき、

画面下の【進む（入力内容確認）】ボタンをクリックします。

※申請者ＩＤ及びパスワードは、申請者が任意の文字を決めて
入力します。

【申請者ID】
１１文字以内であれば、半角英字のみ又は半角数字のみでも可。
【パスワード】
８文字以上２０文字以内の半角英数字及び記号の組合せが必
要です。
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●申請者情報入力



「入力内容確認」画面が開きますので、内容を確認しながら画面最

下部までスクロールしていただき、画面下の【進む（本人確認）】ボタ
ンをクリックします。
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●入力内容確認



「本人確認」画面が開きます。

併せて、登録したメールアドレス宛てに認証情報が送信されますの
で、①認証情報を入力していただき、②画面中央下の【登録】ボタン
をクリックします。

登録したメールアドレスあてに送信さ
れた認証情報を入力します。
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●本人確認



「登録完了」画面が表示されれば申請者情報の登録は完了です。
つづけて、申請情報を入力していきます。
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●登録完了



「かんたん登記・供託申請」の画面で、「申請書の作成」をクリックし
ます。

「登記・供託オンライン申請システム」のトップページから、
「かんたん登記・供託申請」画面に移動するには、画面上部右側の
バナーをクリックします。

２ 供託申請
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●かんたん登記・供託申請における「申請書の作成」



以下の画面が表示された場合、「閉じる」で閉じてください。

なお、「□次回から表示しない」にチェックを入れると表示されなくなります。
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ここにチェックを入れると、
次回以降、表示されなくなります。

なお、供託申請では電子証明書は不要です。



「利用場面選択」画面になりますので、「供託」の「地代家賃の弁済

供託（金銭）」の「この手続を選択」をクリックします。
（「表示内容を絞り込む」で、供託関連以外のチェックを外していただ
くと探しやすくなります。）
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「供託関連」以外のチェック
を外していただくと項目が
減って探しやすくなります。

●利用場面の選択

地代・家賃以外の弁済供託の場合は「その他の金銭供託申請」を選択します。

法務省ホームページ「供託書等の記載例 第１ 弁済供託」
ＵＲＬ：https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00015.html
を参考に入力いただけますが、入力例も多岐にわたりますので、
該当する入力例が不明な場合等、申請先の法務局にお問い合わせください。



「利用場面選択－問診」画面が開きますので、１問目、２問目につ

いてそれぞれ該当する回答をクリックしていただきます。
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問診を２問回答し、画面下部の「進む（事前準備）」をクリックします。

「事前準備」画面が表示されますが、供託申請では特に準備は必
要ありませんので、そのまま画面下部の「進む（申請情報入力）」をク
リックします。
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「申請情報入力」画面が開きますので、供託の内容を入力していき

ます。

「ログイン画面がポップアップした場合は、先に登録した申請者ＩＤ

及びパスワードでログインしてください。
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●申請情報入力



「申請情報入力」のうち、申請先の供託所については、「供託所を

選択する」ボタンをクリックし、申請先の法務局を選択してください。

都道府県を選択すると、県内の供託所がリストに表
示されますので、申請先の供託所を選択してくださ
い。
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申請情報の内容は事案によって異なります。
法務省ホームページから近い事案を参考に入力願います（本手順

書２１ページ参照）。
以下は、貸主が死亡し相続人が不明の場合の入力例です。

会社法人等番号は、登記事項証明書等に記載される１２桁の番号です。
なお、国税庁の「会社法人番号（１３桁）」の先頭の１桁を削除すると会社法
人等番号になります。

本書16ページ⑨で選択した法務局が表示されます。

供託者の住所（本店）及び氏名（商号）は、
登記されているとおりに入力してください。
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●地代家賃弁済供託のオンライン入力例（１／４）

会社（法人）の場合は、代表者の資格及び氏名を、
登記されているとおりに入力してください。



被供託者として、債権者（貸主）の住
所氏名を記載します。
本例のように貸主が死亡し相続人が

不明の場合、住所は貸主の生前の住
所を、氏名は「〇〇（貸主）の相続人」と
記載します。

賃貸借の目的物件を特定できるよう
に記載します。

賃料の支払期間を記載します。
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支払場所を記載します。
特段の取り決めがない場合は、被供託者（貸主）の

住所地となります。
弁済供託は、支払場所を管轄する法務局に供託し

ます。

●地代家賃弁済供託のオンライン入力例（２／４）

供託者が会社の場合でも、会社が登記申請
中の場合を除き、登記事項証明書の提示は
不要です。

支払期日または期限を記載します。
支払日が期限の場合は、「～まで」と記

載します。

賃料を記載します。



供託する賃料がいつの分なのかを記
載します。

供託する理由を選択し、具体的な自
由を記載します。

通常は、添付書面は不要です。

賃貸借契約の最終更新日を記
載します。
事由と契約日によって法令条

項が自動的に表示されます。

供託する金額を記載します。
通常は賃料と同額となります。
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●地代家賃弁済供託のオンライン入力例（３／４）

供託者には、被供託者に供託の通知をする義務
があります（民法４９５条第３項）。
法務局に通知書の発送を請求する場合は「請求す

る」を、供託者自身で通知する場合は「請求しない」
を選択してください。
なお、発送を請求する場合は、１１０円の郵券を法

務局に納付してください（本書３３ページ参照）

供託書正本を、法務局の窓口
で受領するか、郵送で受領する
かを選択してください。

（３３ページ参照）



供託書正本を、法務局の窓口
で受領するか、郵送で受領する
かを選択してください。

（３３ページ参照）
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●地代家賃弁済供託のオンライン入力例（４／４）

供託者の氏名をカタカナで記
載してください。
（電子納付する際の納付者名と
なります。）



ＵＲＬ：https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00015.html
詳しくは申請先の法務局にお問い合わせください。

21

（参考）オンライン入力例一覧（法務省ホームページ）



「申請内容の確認」画面が開きますので、画面を下までスクロール

していただき、画面下の【進む（送信）】ボタンをクリックします。

「申請情報の送信」画面が表示されますので、画面中央の

「申請情報の送信」ボタンをクリックします。
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●申請内容の確認

●申請情報の送信



「申請情報の送信完了」画面が表示されます。

この後、供託所で申請情報の審査を行います。審査完了までの時
間は供託所での業務状況により異なりますが、通常、午後３時頃ま
でに申請いただければ、当日中には受理または補正のお知らせが
届きます。
翌日になってもお知らせが届かない場合や、お急ぎの場合は供託

所に電話でお問い合わせください。
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申請送信した供託の状況を確認したり、供託金を納付するため

の納付情報を確認するには、「かんたん登記・供託申請」のトップ
ページから「処理状況の確認」をクリックします。

３ 処理状況の確認

ログイン画面がポップアップした場合は、申請者ＩＤとパスワード
でログインしてください。
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●かんたん登記・供託申請における「処理状況の確認」



「処理状況の確認」画面が開きます。申請番号の右横にあるメー

ルマークをクリックすると、法務局からのお知らせが確認できます。

法務局からのお知らせは、
メールマークをクリックして確認します。

補正や再申請は「再利用」
ボタンから行えます。

供託金の納付はこちらか
ら行います。

誤って申請した場合の取下
げはこちらから行えます。
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●処理状況の確認



法務局からのお知らせは、
メールマークをクリックして確認します。

４ 申請内容に補正があったとき

法務局からのお知らせがある場合には、「処理状況の確認」画面
で申請番号の右横のメールマークに赤丸数字が表示されますので
メールマークをクリックします。

補正内容を確認願います。

お知らせの内容が表示されます。内容が補正の場合は、補正事
項を確認してください。
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●補正内容の確認



内容を確認したら「閉じる」をクリックします。

「処理状況一覧」画面で処理状況の右にある「再利用する」ボタン
をクリックします。
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●補正情報の入力



内容の補正が完了しましたら、画面下方の「補正申請」欄の
「□補正のコメントを受領したので～」にチェックを入れます。

（注）補正には期限がありますので、供託所から通知された期限内に補正申請を行ってください。

申請している供託の内容が入力された状態で「申請情報入力」画面
が開きます。
補正箇所を修正・追記してください。

チェックボックスにチェックを入れてください。
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画面右下の「進む（申請内容確認）」をクリックしてくさい。

チェックを入れると補正対象申請番号が自動入力されるので、
Ａ：補正が１回目であればそのまま。
Ｂ：補正が２回目以降であれば、最初の申請番号に修正

「□補正のコメントを～」にチェックを入れると、自動的に補正対象申
請番号が入力されます。
※ ただし、補正申請が複数回になった場合は、補正対象申請番号
は、初回申請時の番号となりますので、同欄を手修正してください。
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以後の操作は、初回の申請書送信時と同じです。本書１９ページ⑫
から２０ページ⑭までを参照ください。
※ 補正申請には新しい申請番号が付されます。

●補正情報の送信（１９ページ⑫以下と同じ）



「供託が受理されると、処理状況の「納付」ボタンが有効化されま

すので、「納付」をクリックすると納付情報が表示されます。

５ 供託金の納付

納付方法は、
Ａ インターネットバンキングを利用する場合
（本書２８ページ）
Ｂ ＡＴＭを利用する場合
（本書２９ページ）
の２通りがあります。
いずれにおいても、以下の３項目を確認ください。
①収納機関番号（「００１００」で固定）
②納付番号（１６桁）
③確認番号（６桁）
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●納付情報の確認



インターネットバンキング
にログインし、「税金・各
種料金の払込み」を選択し
ます。

手順①で確認した納付番
号及び確認番号を入力しま
す。

収納機関番号（００１００）
を入力します。

内容を確認し、電子納付を
実行します。

実際の画面は金融機関によって異なります。
インターネットバンキングの操作については、
金融機関に御確認ください。

※画面はイメージです。

31

申請者が利用している金融
機関のインターネットバンキン
グにより供託金を納付します。

●インターネットバンキングを利用して納付を行う場合

※ 画面はイメージです。



ＡＴＭで「税金・各種料金
の払込み」を選択します。
金融機関によっては「料金
払込（ペイジー）」等と表
記されている場合もありま
す。

手順①で確認した納付番
号及び確認番号を入力しま
す。

収納機関番号（００１００）
を入力します。

内容を確認し、電子納付を
実行します。

実際の画面は金融機関によって異なります。
※ 画面はイメージです。

以降の操作は、ＡＴＭの案内
に従って入金してください。
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各種金融機関のＡＴＭを
利用して供託金を納付す
ることもできます。

●ＡＴＭを利用して納付を行う場合
※ 画面はイメージです。



供託オンライン申請の際に、
「●書面の供託書正本の窓口交付を請求する。」を選択した場

合には、申請番号が記載された画面を印刷（右クリックで印刷
可）するか、又は申請番号を書いたメモを法務局窓口に提出して
ください。

電子納付が完了すると納付状況が「納付済」となり、法務局では
供託書（供託書正本）を発行します。
供託書正本を申請者が受け取ると、供託手続は完了となります。
ただし、供託者は被供託者に供託の通知をする義務があります。

申請番号（１７桁）

郵便番号

住
所

氏
名

切
手
貼
付

封筒の適宜の場所に申請番号を
記載してください。

返信用封筒の例 

６ 供託書正本の受け取り

「●書面の供託書正本の送付を請求する。」を選択した場合に
は、供託者の住所・氏名・申請番号を記載した返信用封筒（切手
を貼ってください）を法務局に送付してください。
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●法務局の窓口で受け取る場合

●郵送で受け取る場合

●供託通知書の発送を請求した場合は、１１０円の郵券

も提出してください。
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